
支給額支給条件給付金名
休業前の給与の６７％

（１８１日目以降は５０％）
１歳未満の子どもを育てるために
育児休業を取得

育児休業給付金

休業前の給与の６７％
子どもの出生後８週間以内に
育児休業を取得

出生時育児休業給付金
（産後パパ育休）

上記に１３％上乗せ
（最大２８日間）

両親とも育児休業を取得
出生後

休業支援給付金

時短勤務中の給与の１０％
２歳未満の子どもを育てるために
時短勤務を実施

育児時短就業給付金

＊ハローワークにもパンフレットが備えてあります

詳細については、厚生労働省HP及びハローワークインターネットサービスをご覧ください

第１０章教育訓練休暇給付金について

　スキルアップやリスキリングに取り組む労働者の方及び、当該労働者の方

（従業員）を応援する事業主を支援する制度として、令和７年１０月に「教育

訓練休暇給付金」が創設されました。

　事業所が教育訓練休暇制度を就業規則または労働協約等に規定し、雇用保険

一般被保険者が在職中に職業に関する教育訓練を受けるため、連続する３０日

以上の無休の休暇を自発的に取得した場合、休暇期間中、失業給付に相当する

給付を受けることができます。

　支給対象者については以下の①②の両方の要件を満たすことが必要です。

①休暇開始前２年間に12か月以上の被保険者期間があること

②休暇開始前に５年以上、雇用保険に加入していた期間があること

（離職期間があったとしても、12か月以内であれば離職前後の期間を通算でき

ますが、失業給付等を受給していた場合は通算できません。）

【厚生労働省HP】
育児休業等給付について

【厚生労働省HP】「雇用保険事務手続きの手引き」

第３編 育児休業給付・介護休業給付・高年齢雇用継続給付編
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詳細については厚生労働省HP をご覧ください

【厚生労働省HP】
教育訓練休暇給付金

＊ハローワークにもパンフレットが備えてあります
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